


呼ばれるようになったが，農業・農村政策はポピュリズム的性格を帯びていた。「抑圧された者

の革命」という革命政権のスローガンのもと，農産物に対する価格支持や各種の補助金などによ

る小農保護の政策がとられ，人口の５０％を占める農村人口の厚生をはかることに重点が置かれ

た。しかし，企業的な農業経営と零細な小農経営の並存という農村地域における二重構造，また

農村の土地なし層をめぐる問題については政権内部に認識の相違が目立ち，政策にも一貫性がみ

られなかった。革命成功後ほどなく新体制のもとで新たな農地改革法が立案されたものの，イス

ラム保守派の反対で棚上げされ，イスラム政権による統一的な政策が決まらないまま年月が経過

した。

農村の土地問題に対しては，むしろ村落域の農民や土地なし層に注目すべき動きがみられた。

クルド地域など特定の地方で，王政が崩壊する前から，零細な農民や農業労働者を中心とする大

土地所有者（旧地主）に対する闘争がはじまっていたが，革命が成功すると，旧体制の崩壊で生

まれた農村地域のアノミー状況下で階級対立が激化し，農民，農業労働者，土地なし層による大

農場の占拠が各地に波及し全国的に広がりをみせるようになった。農村の住民が大土地所有者の

土地を占領し，その立ち入りを阻止して農場の施設や収穫物を押さえ，最終的には農地を住民の

間で分割するという過激な行動が，社会的矛盾を抱えていた地方に拡大していったのである。こ

うした行動には一部に革命後に農村に入った建設聖戦隊や左翼勢力などの指導や扇動もあった

が，闘争自体はあくまで農民や村の土地なし層の主体性にもとづくものであった。一方，革命政

権は内部における意思の不一致からこうした動きに敏速に対応することができず，後追いの形で

法整備を行い収拾をはかるという状態にあった。

１９７９年の革命については都市の革命として語られることが多い。都市部で起こった民衆のデ

モから生まれた巨大なエネルギーによって成功できた革命であったから，都市的革命であったこ

とに間違いはない。しかし，農村部で展開したこの土地革命とも呼ぶべき出来事は１９７９年の革

命を性格づける上で無視できない重要な一項目をなしていたと言える。本稿は，これまでほとん

ど注目されて来なかった革命期にイラン各地に拡大した村民による大農場の占拠について，具体

的な事例から検証し，その歴史的背景を明らかにすることを目的とする。きっかけは２００５年と

０６年の２回にわたるマルヴダシト地方２の農村調査である。多くの村を訪れヒヤリングを進めて

いく中で，土地の再配分をめぐって激しい闘争が展開されていた事実を知ったことである。また

この地方については，１９７０年代はじめにも調査が実施されており，地主制の時代から農地改革

を経て今日に至る変容のプロセスで，農場占拠に歴史的位置づけを行うことの必要性を実感した

ことによる３。
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約１０００人は２か村以上を所有し，最大の地主は２１５か村を所有していた６。農地改革法では，た

とえば４つの村を所有する地主の場合，３つの村については農民にすべて譲渡しなければなら

ず，大地主の経済的基盤を弱体化させるには有効であった。しかしこの法の対象になったのは農

民数で全体の３分の１に過ぎなかった。このため対象をさらに広げるべく１９６４年にこの農地改

革法に追加の条項が加えられ，改革は第二段階に進むことになる。

この追加条項は，地主と農民が収穫を分益した地主経営の農場に適用され，１９６２年の法で対

象から外された１か村ないしそれ以下を所有する地主の農地が対象となった。つまり分益制をと

るほとんどの地主所有地が対象となり，次の５つの選択肢が示された７。

（a）地主と農民との間で３０年の借地契約を結ぶ。

（b）農民に土地を売却する。

（c）過去３年の分益比率で地主と農民の間で土地を分割する。

（d）地主と農民の株による共同農場とする。

（e）地主が農民に金を払い土地を購入する。

それぞれについて簡単に説明すると，まず（a）は，前近代的な地主経営を廃止し，地主はあ

らたに農民との間に借地契約を締結するというものである。地主が村から退去することで農民は

農業経営の主体となるが，地主は相変わらず土地の所有者であり，農民は地主に借地料を支払う

必要があった。しかも借地料は，分益で地主が取得した額に相当したため，地主制の時代とあま

り変わらず高額であった。

（b）は，地主が農地を農民に売却するというものであり，農民に地主所有地の譲渡の道を開

くものである。しかし，購入価格は地主と農民の双方の交渉によって決められ，一般的に農民に

高い土地代金が求められたから，農民の多くは支払能力がなく，この選択肢で土地を得た農民の

割合は非常に少なかった。

（c）は，地主が所有する農地を分益比率（収穫時に地主と農民が作物を分けた比率）で分け，農民

に譲渡される農地に対しては有償とするというものである。この選択肢では後に詳しく述べるこ

とになるが，農民は地主所有地のほぼ３分の１に権利を取得した。一方，地主にも３分の２の農

地が残されたが，地主は「メカニゼ」と称する企業的な農業経営を行うことが条件とされた。

（d）は，地主と農民が株をもち合って共同経営の農場とするものである。株の所有比率は，

土地，家畜，農業施設と農具の評価額で決められたため，土地や灌漑用水の提供者である地主が

圧倒的な比率で株をもつことになり，農場は実質的に地主が経営する農場となった。

（e）は，地主が農民に金を支払い，地主所有地を企業的な農場経営に変えるというものであ

る。有償による村の農地の囲い込みであり，農民は離農するか農業労働者になることになる。

以上からわかるように，農地改革の第二段階で前近代的な地主経営は全面的に廃止されること

になった。したがって農地改革には農民解放としての側面があった。しかし，選択肢のいずれに

も共通していることは，地主の利害を強く反映していることである。もちろん地主の負担もある
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が，むしろ農民にかなりの負担を課している。農民は地主への隷属関係から解放されたが，貧困

から解放された農民は少なく農民が期待した内容とはほど遠いものであった。

農民が地主から借地する（a）については１９６９年になって修正され，農地が借地農に売却され

ることになった。譲渡代金は高く設定された借地料の１２年分に相当する額とされ，農民が支払

えない場合には（c）の方式で土地を地主と農民で分割し，ほぼ３分の１に相当する農地が有償

で農民に譲渡されることになった。

農地改革が宣言された当初，農民は農地が自分たちのものになると期待していたから実際に施

行された農地改革に対しては不満が大きかった。しかも，村の住民のうち非農民は恩恵をまった

く受けず，土地なし層として農村に滞留せざるを得なかったため不満はより大きかった。また，

農民の多くは読み書きができなかったため，実施の過程でかなりの不正があったといわれてい

る。地主は担当役人に圧力をかけ，接待し賄賂を支払った。

農地改革法が地主に配慮した内容となった理由としては，地主が中央や地方の有力者として政

治に強い影響力を維持していたこともあるが，農地改革が当初より農地の完全な再配分を目指し

ていなかったことが大きい。当時のイランは経済発展の離陸期にあり，社会的平等よりは農業制

度の近代化が一義的な目標とされていた。農業生産力の発展のために前近代的な農場を解体し，

生産力の高い経営形態に移行させることが主たる課題となっていたということである。これは農

地改革法で「メカニゼ地」が対象から除外されたことからもわかる。「メカニゼ地」とはトラク

ターなどの農業機械を導入した企業的経営の農場のことであり，この多くは村の農地を囲い込み

農民を排除することで作られたものである。

農地改革以前にこうした「メカニゼ地」がどの程度あったかは明らかではない。ただ，地方に

よってはすでに１９５０年代初めにトラクターの導入など農業の機械化を進めた企業的経営の農場

が存在していた。岡崎正孝氏によると，イラン北部のゴルガン地方では，綿花の国際価格が高騰

した綿花ブームの時代に，テヘランや地方の政治家や商人また地主の投資による大規模な農場が

生まれている８。生産性を高める上で旧来の地主経営が制度的なネックとなり，これを廃止し，

企業的経営に移行する動きが１９５０年代にすでにはじまっていたのである。「メカニゼ地」は農地

を囲い込むことで農民を排除して作られたため，農民は無産者化した。こうした農場は農地改革

ではその対象から外されたため革命時における村民による占拠はこの「メカニゼ地」でとくに過

激に展開した。これは村を追われた農民が地主に抱いた激しい敵対感情を考えると容易に理解で

きることである。

１９５０年代末から６０年代はじめにかけて，農地改革の動きを察した地主の中にも，農地改革を

逃れる方策として，農場のメカニゼ化を画策するものが数多くいた。調査を行った村にもこうし

た地主による囲い込みの事例がいくつもみられた。ヘイラーバード村とタージアーバード村では

１９５０年代末に地主がメカニゼ化を画策した。しかしこの地主の場合，いずれも失敗している。
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約書）である９。文書自体はより仔細に書かれているが，ここでは要点だけを抜書きした。土地の

売手である地主の名前，買手である農民の名前，取引対象となる農地の面積，譲渡の内容，売買

価格が記されている。

まず，売手についてみる。

地主はデヘガーン家，ジョーカール家，アブドッラーヒー家の３家族からなる。ここでは省略

したが，登記簿上の名義は１３人であり，所有の形態はモシャーであった。イランでは所有をそ

の形態からマフルーズとモシャーの２つに分ける。複数の地主が１つの村を所有する場合，マフ

ルーズは複数の地主が村の農地を線引きして分け境界で区切って所有する形態である。これに対

してモシャーは，農地を分割せず複数の地主が持分で共有する形態である。農地改革前の地主経

営の農場ではモシャーが一般的であり，ポレノウ村もこの地主３家がそれぞれ３ダング，１．５ダ

ング，１．５ダングの持分で共有していた。持分を示すダング（dang）は，持分総数を６とし，そ

の６分の１を１ダングで表したものである。つまり３家は村の土地を２対１対１の比率で共有し

ており，農民に譲渡した土地もこの比率で負担した１０。

モシャーで共有した理由は，農場が村を単位に経営されたことによる。所有者が複数であって

もモシャーで所有されていれば農場が分割されることはないのである。１９３０年代には一般に１

人の地主が単独で村を所有することが多く，このため所有と経営は一体化していた。しかし，時

代が下がるにつれて分割相続などで持分を分けるケースが増え，結果として所有と経営は分離す

る傾向にあった。ポレノウ村の場合，農地改革時に名義人は１３人であったが，村を１つの農場

として経営に当ったのはアブドッラーヒー家の当主であり，他の地主は経営に関わらなかった。

次に買手をみると，農民３６人の名前が羅列されている。この３６人はほとんどが農地改革前に

地主経営の農場で働いていた農民である。農場で働く農民の権利をナサクというが，このナサク

保持者が土地を譲渡される権利をもった。

農地改革前のポレノウ村の農場は８２９haであった。このうち農民に譲渡されたのは３４％に当

る２９８haである（図１のグレーの部分）。農地の分割の基礎になったのは過去３年間の地主と農民

の分益比である。サナッドには灌漑冬作地（小麦，大麦）が２対１，灌漑夏作地が１対１，また

非灌漑地で１対４の比率で地主と農民が農地を分割すると記されている。

また，サナッドには地主と農民の農地の分割が小麦の播種量でも示されている。種子１５，２８０

マンである夏冬作の全灌漑地のうち種子５，３６０マン，また種子２，７３５マンである全非灌漑地のう

ち種子２，１７８マンを農民の土地とすると書かれている。マンは重量の単位であり，１マンの重量

は地方で異なるがマルヴダシト地方では約３．３kgに相当する。かつて収穫量は播種量の倍数で

表され，耕地の規模も播種量で表現された。サナッドもこの慣習を踏襲したと考えられる１１。

土地とともに水も地主から農民に譲渡された。ポレノウ村はコル川のラームジェルド堰の分水

路からの水を利用し，その量は各村が利用できる水量に対する持分数で示された。水利権は地主

に帰属していたため，農地改革では地主・農民間の灌漑農地の分割比率でこの水利権の持分も分
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ポレノウ村の例でみたように，農地改革の対象となった村で「メカニゼ」を条件に地主にかなり

の規模の農地を継続して所有することを認めたのも，経営の近代化と規模の経済による生産性の

向上が期待されたからである。もっとも農民に期待が向けられなかった訳ではない。政府は農民

の経営を補助すべく農村協同組合を組織し，金融，販売，購買などの事業で支援を行っている。

しかし官製の組合は必ずしも効果的に機能せず，農民は経営資金に不足し，かつ伝統的農業制度

を踏襲したことで期待される成果を挙げなかった。

要するに，地主所有の農地の全面的な配分を期待した村民と，近代化と生産力の向上を目指し

た国家との間には，農地改革の理解において当初より齟齬があり，ポレノウ村の農民や土地なし

層からみると，農地改革は国家権力による村の農地の囲い込みと認識されていたのである。

王政は開発計画を実行して行く過程で生産力主義を強めていった。これは１９７４年の国王の発

言にもみられる。当時はオイルショックで産油国イランも莫大な石油収入を手にしたが，彼は

TIME紙のインタビューで，この石油収入を開発の資金に工業化を進め，２０世紀末には工業国

の５本の指に入る努力をすると述べている。この開発の理念が農業政策に反映したのが１９６８年

に成立する「農業公社設立法」と「ダム下流域の農地開発のための企業設立法」の２つの法律で

ある。このうち後者は，イラン南部のフーゼスタン州で進められていた水利開発との関連で，こ

の地区の１００万 haに及ぶ土地を数千ないし２万 ha規模の農場に再編するというものである。

１９７６年時点で開発されたほぼ３０haで国内資本や外国資本による農業会社が，アメリカの農業

経営方式によって農場を経営しており，このため対象地域にあった７０に及ぶ村が解体された。

一方，農業公社設立法は，水利開発など農業基盤の整備を進めた地域で，国家主導の農場を建

設するというものである。対象となったのは農地改革で農民所有となった農地であり，ここに政

府から技術者と技師が派遣されて経営に当たり農業省が指導・管理を行った。村の農民に対して

は，土地を収用する代わりに株を与え収益の一部を配当として分配する，いわば半国営農場であ

る。ここでも，国家による囲い込みが行われ，村の農民は再び農地を失ったのである。

マルヴダシト地方では，この法にもとづき９つの農場が作られた。その１つラームジェルド農

場にはポレノウ村を含めた６つの村の農民の農地が組み入れられた。農地改革で農民が権利を得

た１６９６haの農地が対象となり，旧地主の土地３５８４haは「メカニゼ」で経営されていたことで

対象外とされた。この結果，農民は株を得る代わりに農地改革で得た農地の所有権を放棄するこ

とになり，多くが離農を余儀なくされた。

この２つの法律にもとづく農業開発はいずれも伝統的な耕作を続けていた農民の農地を囲い込

んで近代的な企業的な大規模経営に編成替えするというものであり，農民にとってはまったく不

本意なものであった。しかし，当時は開発独裁の王政下にあり，農民は抵抗する手立てを持たな

いまま不満を潜在化させたのである。
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だ宗教勢力の苦肉の策ともいうべきものである。

新たに農業省の土地担当の副大臣となったレザー・エスファハーニは熱心な農地改革論者であ

り，主導的役割を果たして新たな農地改革法案の作成に取り組んだ。法案は１９７９年９月１５日の

法案の改正案という形で提出され，「革命評議会」の審議の上で議決された。

この農地改革法案に伝統的な宗教勢力は強い反発を示した。例えば著名なローハニ師は，選出

されたばかりの大統領に宛てた書簡で，この法案がイスラム法とイラン・イスラム共和国憲法に

反すると断定して廃案を求めた２２。このため革命の指導者として絶大な権威を有していたホメイ

ニのお墨付きが必要となった。ホメイニ自身も私有権尊重の立場をとっていたが，新体制の安定

のためには何らかのかたちで農地改革が必要だ考えていた。恐らく宗教界の伝統的な有力者との

対立を避ける必要があったためであろう，法案がイスラム法に反するか否かについての判断を側

近のイスラム法学者（聖職者）であるベヘシティ，メシキニ，モンタゼリーの３人に委ねた。結

局，法案は修正もなく１９８０年４月１５日に再び革命評議会で可決されることになった。

この法案は，１９７９年９月１５日の「イスラム体制下の土地再生・土地譲渡法案」を改正し，農

民や土地なし層への土地の分配について，その対象となる土地の定義を大幅に広げた点で重要な

内容をもっていた。まず国有地や没収地（a条と b条の土地）を「必要に応じて」人々に譲渡すべ

きと規定し，さらに「前体制の基準による私有地である」という前置きをしながら，かつて「利

用地」（dayer）であったが現在は「未利用地」（bayer）となっている土地（c条の土地），さらに

「現在の利用地」（d条の土地）もまた分配の対象とされた。このうち「d条の土地」は，現在農業

に利用されている農地を指しており，この法案が大土地所有者の土地まで切り込んだ形になって

いることは大きな前進であった。

大土地所有者の土地に関するこの法案の規定では，所有者が農業に従事する場合，その地域の

慣習に基づき家族が生計をたてるのに必要な農地面積の３倍までが留保され，これを超えた農地

を農民と土地なし層の間で分配する。また農業に従事しない場合は，留保される土地は生計をた

てるのに必要な面積の２倍までとした。ただ，いずれの場合もその地域に農地を必要とする農民

が存在すること，しかも a条の土地や b条の土地を農民の間に分配してさらに不足している場合

にのみ d条の土地をも分配の対象とすることが条件とされた。この法案を実行するため，中央

には直ちに本部が設置され，地域ごとに農業省の代表２名，内務省の代表１名，建設聖戦隊の代

表１名，シャリア法判事１名そして村民代表２名からなる「７人委員会」が置かれた。

法案が実施される過程で様々な問題が露呈した。「７人委員会」の多くは法律が定める範囲を

超えて大土地所有者の土地を農民に分配し，恣意的行動に走るケースも多々あった。またこの逆

のケースもあった。この結果，農村部は混乱して農業生産はさらに打撃を被った。各地で農民に

よる農場の占拠も多発した。もちろん大土地所有者側も事態の展開を手をこまねいてみていた訳

ではなく，農民や土地なし層による占拠に対して合法・非合法の手段を選ばぬ対抗措置をとっ

た。このため農村の混迷は深まり，農業生産にも大きく影響した。法律の行使によって期待され
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で営まれた農民経営であり，また一つは農民への譲渡を免れた旧地主所有地における大規模な企

業的な農業経営である。農地面積では，地域のほぼ３分の１を前者が，また３分の２を後者が占

め，経営形態を異にするこの２つが図１にみるようにモザイクのように広がっていた。

一方，農地改革で土地に権利を得られなかった土地なし層が相当数村落に滞留していた。彼ら

の中には村外に雇用を求めて都市に移住するものもあったが，多くは村に居住して企業的経営の

農場で臨時に雇用され，また土木事業など不安定雇用の状態におかれていた。

農場の占拠はマルヴダシト地方においても，１９７９年の革命以後に激しく展開した。占拠

は，１９７９年はじめから１９８０年春にかけた時期に多く，ある村の土地占拠が近隣の村に波及する

形で地域全体に広がり，その後も１９８０年代末まで散発的に続いた。

まず，イスマイール・アジャミーが調査したマルヴダシト町に近いシシドンギ村の事例でみる

と２５，早くも旧体制が崩壊する３か月前から村の活動家によるアジテーションがはじまり，革命

が成功した直後に農場の占拠へと展開している。この村には２つの大土地所有者の農場があっ

た。その一つは，ポレノウ村の場合と同時に，農地改革の第二段階で「分益比による農地の分

割」が選択され，農民への譲渡を免れた農地で「メカニゼ」による経営を行っていた旧地主の農

場である。また一つは，農地改革法が施行される数年前の１９６０年代初頭に，地主が経営地全体

を囲い込み農民を排除して「メカニゼ」をおこなった農場である。革命直後の占拠はこのうちの

後者で始まった。農地の囲い込みで排除された元農民の２人の息子がリーダーシップをとり，同

じく排除された人たちを糾合して実行され，農場の農地を少しずつ奪い取っていった。まずおよ

そ１４haを接収し，収穫した砂糖ダイコンの運び出しを阻止した。次に，砂糖ダイコンの栽培を

予定していた１３０haの休耕地を占拠し，最終的には残りの土地と５つの灌漑用のポンプ井戸を

占領し，農場の管理人を村から追い出した。そして，彼ら元農民が農地を回復してここで共同耕

作を開始した。この農場の場合，農地の囲い込みで農民全員が追い出されていたため恨みは大き

く，革命期のアノミー状況下において占拠行動が激しい闘争の形で展開したのである。

農地改革で地主と農民が農地を分けたもう一つの農場では，農民は農地改革で３分の１に権利

を得ていたため，当初，土地占拠という行動には出なかった。しかし周辺の村に占拠騒動が拡大

していく中で，１年半後に旧地主の農場の占拠が行われた。旧地主は，村民による農地の「不当

な」占拠を，王政期の治安警察に代わって農村部に入ってきた建設聖戦隊（ジハードサーザンデ

ギー）に訴えたが聞き入れられなかった。

農地改革法案が１９８０年４月に革命評議会で議決されたとき，地域における実行組織として「７

人委員会」が組織された。この委員会は法案が棚上げされた後も活動を続け，法的には決定権は

なかったが農場の占拠に対して調停機能を維持していた。旧地主と村民の双方から請願が出され

たため，７人委員会の地方のメンバーは１９８１年に村を訪れ，占拠された２つの農場の１５０haを

３１人の土地なし層に分ける裁定を下した。しかし，この裁定には法的拘束力がなく，土地も登

記されないまま占拠と紛争の状態が続いた。
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の内容は，土地の所有権をめぐる対立や訴訟を解決するために「５人委員会」を設置し，この

「５人委員会」が紛争の当事者に和解を促す，またそれでも問題が解決しない場合には当該委員

会が最終決定を下すというものである。委員会は，判事１名，農業省の役人１名，地方行政府の

役人１名，それに少なくとも１名のイスラム聖職者を含む識者２名で構成され，占拠に関わる諸

問題の検討と決定を任せられていた。ポレノウ村でもこの法律に基づいて「５人委員会」が設置

された。この委員会で検討された主な案件は次ぎの２点からなっている。

① 地主に残すべき農地の規模

② 土地なし層と農民に分割する農地の規模

このうち①については，農地をなるべく多く確保すべく農場の所有者である旧地主のさまざま

な工作があった。たとえば，村社会のメンバーでありながら地主農場の差配をもしていた人物や

５人委員会のメンバーへの働きかけを通して，できるだけ多くの農地を占拠者から取り戻そうと

した。また占拠地に対する要求を取り下げるという条件で，村民代表３人に１人当たり１０haの

土地を無償で与えることを提案して切り崩しを図った。

「５人委員会」による調整はなかなかうまくいかなかった。このため，最終判断を農業省の副

大臣エスファハーニに委ねるべく手紙を出した。同副大臣は１９８１年１月３１日に州知事に通達を

送り，ポレノウ村の村民に占拠地の内の４００ha分について農耕を許可する旨命じ，これによっ

て①の案件は一応決着した。

この案件①が決着して後，土地問題の解決をはかる機関に変更が生じた。１９８１年４月の革命

評議会の議決により各地に「７人委員会」が設置され，土地問題の解決に当たることになった。

これによりポレノウ村の土地をめぐる紛争は「マルヴダシト地区７人委員会」が担当することに

なり，案件②はこの委員会が解決を図ることになった。

農地を農民および土地なし層の間でどう分割するかという②の案件については利害が対立し

た。農民は農業公社の清算ですでに１人当たり７haの農地を回復していたが，村の土地なし層

には農地がなかった。とくに都市部から村に戻ってきた人たちの多くは土地なし層であったか

ら，旧地主の農場の分割に際して，彼らが優先して土地を保証されるべきだと主張していた。

結局「マルヴダシト７人委員会」は次のような結論を出した。

① 村の土地なし層２８人は１人当たり７haの配分を受ける。

② 農民３６人は１人当たり４haの配分を受ける。

③ 地主３家族にはそれぞれ６０haを残す。

土地なし層に１人当たり７haが配分されたのは，農民との均衡を図ることにあった。農民は農

業公社農場の清算で１人当たり７haを回復していたから，これと同等の面積の農地が土地なし

層に配分されたということである。続いて農民３６人に各４haが配分されることになった。しか

し，これには不平等であるとする土地なし層からの異議があり，この４haについては農民自身

ではなく子供の名義とすることで収拾がはかられた。この結果，農業公社農場の解体で戻された
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